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○須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

平成２０年１月２５日 

須崎市訓令第４号 

改正 平成２５年７月２２日訓令第５９号 

平成２８年２月３日訓令第１号 

平成３０年３月３０日訓令第１４号 

平成３１年４月１日訓令第２３号 

令和３年３月３日訓令第１２号 

令和４年３月２５日訓令第２０号 

令和５年３月２８日訓令第２２号 

令和６年３月２９日訓令第２１号 

須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成７年須崎市訓令第４号）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境を創造

するため、須崎市が交付する浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６

号）附則第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

（２） くみ取便所 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２９条に規定す

るくみ取便所をいう。 

（３） 合併処理浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する

浄化槽であり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１

０月３０日付衛浄第３４号厚生省浄化槽対策室長通知）に適合する機能を有するものを

いう。 

（補助対象地域） 

第３条 補助金の交付の対象となる地域（次条において「補助対象地域」という。）は、市

の区域のうち次の各号のいずれかに該当する地域とする。 
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（１） 下水道認可区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条の規定によ

る認可を受けた須崎市都市計画下水道（須崎市公共下水道事業計画）に係る区域をい

う。）及び漁業集落排水処理施設設置区域以外の地域 

（２） 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道認可区域内の地域 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（第８条において「補助対象者」という。）は、補助

対象地域において、住宅等の既存単独処理浄化槽又はくみ取便所を合併処理浄化槽（以下

「浄化槽」という。）に転換しようとする者で、次に掲げる者を除くものとする。 

（１） 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第６条第１項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者 

（２） 住宅等を借りている者で、浄化槽設置に関する賃貸人の承諾が得られない者 

（３） 建売住宅又はモデルハウス等の営業用建築物に浄化槽を設置しようとする者。た

だし、居住の用に供するため当該住宅等を購入する者で、売買契約等により当該購入者

であることが確認できる場合を除く。 

（４） 浄化槽法に違反した行為があって２年を経過しない者で、同法上の権限を有する

行政庁から補助対象としないよう要請があった者 

（５） 店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が２分の１未満の建築物に浄化槽を設置

しようとする者 

（６） 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者 

（補助対象浄化槽） 

第５条 補助金の交付の対象とする浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会

（以下「全浄協」という。）において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたも

ので、かつ、社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度

に基づき登録されたものとする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に

掲げる費用とする。 

（１） 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費（流入、放流に係る管きょ及びま

すに係る費用を除く。以下「本体設置費」という。） 

（２） 既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費（浄化槽設置にあたり撤去が必要な場

合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る） 
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（３） くみ取便所の便槽の撤去に必要な工事費（浄化槽設置にあたり撤去が必要な場

合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。） 

（４） 既存単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じた

うえで雨水貯留槽として転換する場合に必要な工事費（同一敷地内に浄化槽が設置され

る場合に限る。以下「雨水貯留槽転換費」という。） 

（５） 既存建築物の排水設備の改造における配管工事費（浄化槽への流入管及びますの

設置に係る工事費をいう。以下「配管工事費」という。） 

（補助金額） 

第７条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額

又は補助対象経費の額のいずれか少ない方の額の合計額（１，０００円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てた額）を限度とし、予算の範囲内において交付するものと

する。 

（１） 本体設置費 

人槽区分 金額 

５人槽 ３３２，０００円

６～７人槽 ４１４，０００円

８～１０人槽 ５４８，０００円

（２） 単独処理浄化槽撤去費 １２０，０００円 

（３） くみ取便所の便槽撤去費 ９０，０００円 

（４） 雨水貯留槽転換費 ９０，０００円 

（５） 配管工事費 ３００，０００円 

（募集の手続） 

第８条 市長は、補助対象者のうち補助金の交付を受けようとする者に対し、事前に募集の

手続を行うものとする。 

２ 市長は、前項の募集の手続において、補助金の交付申請を行うことができる者（以下「補

助申請者」という。）を選定するものとする。 

３ 第１項の募集の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（補助申請書等の提出） 

第９条 補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ補助金交付申請

書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し 
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（２） 浄化槽工事費見積明細書（単独処理浄化槽撤去費、くみ取便所の便槽撤去費又

は雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合は、費用の内訳が明記されたもの） 

（３） 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図 

（４） 全浄協において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録された登録証の写し及

び登録浄化槽管理表C票 

（５） 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証 

（６） 浄化槽設置工事請負契約書の写し 

（７） 住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書 

（８） 浄化槽設置工事を施工する者に係る浄化槽工事業の登録証又は特例工事業の届出

書及び浄化槽設備士の免状の写し 

（９） 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類 

（１０） 工事前の現場写真（既存単独処理浄化槽又はくみ取便所が分かるもの） 

（１１） 既存単独処理浄化槽又はくみ取便所の便槽（以下「既設槽」という。）の配

置図（単独処理浄化槽撤去費又はくみ取便所の便槽撤去費（以下「既設槽撤去費」と

いう。）の補助を受ける場合） 

（１２） 既存単独処理浄化槽の配置図（雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合） 

（１３） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助申請者は、前項の規定による補助申請書等の提出について、当該浄化槽設置工事を

施工する者に委任することができる。 

（交付の決定及び通知等） 

第１０条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付すると決定した補助申請者に対しては

補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、交付しないと決定した補助申請者に対

しては補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、それぞれ通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をするに当たっては、補助

申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しない

こと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。 

（１） 暴力団等（須崎市暴力団排除条例（平成２３年須崎市条例第１号。以下「暴排条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２） 暴排条例第５条第２項の規定に違反した事実があるとき。 

（３） 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２４年須崎市規
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則第１７号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者であるとき。 

３ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（変更承認等） 

第１１条 交付決定を受けた補助申請者（以下「補助決定者」という。）は、交付決定を受

けた補助対象事業（以下「補助事業」という。）について、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、あらかじめ変更等承認申請書（別記様式第４号）に関係書類を添えて市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

（１） 浄化槽の人槽規模を変更しようとするとき。 

（２） 補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。 

（３） 中止、若しくは廃止しようとするとき。 

２ 補助決定者は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業変更届

出書（別記様式第８号）に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。 

（１） 工期を変更しようとするとき。 

（２） 浄化槽設置工事を施工する者又は浄化槽設備士を変更しようとするとき。 

（３） 浄化槽の製造者又は型式を変更しようとするとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、補助事業に係る届出事項（第１項に掲げるものを除

く。）の内容を変更しようとするとき。 

３ 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難

となったときは、事業完了予定年月日から１０日以内又は当該年度の２月２０日のいずれ

か早い日までに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

４ 市長は、補助決定者に対し、第１項の承認の通知をするとき、又は前項の指示をすると

きは、変更等承認通知書（別記様式第９号）により行うものとする。 

５ 補助決定者は、補助事業が完了した日から当該補助事業の属する年度に７年を加えた年

度の末までの間（以下「維持管理期間」という。）に補助対象浄化槽を廃止しようとする

ときは、第１項に準じた承認を受けなければならない。 

（繰越承認の申請） 

第１２条 補助決定者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す

必要があるときは、繰越承認申請書（別記様式第１１号）を提出し、市長の承認を得なけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書

（別記様式第１２号）により補助決定者に対して通知するものとする。 
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（実績報告） 

第１３条 補助決定者（前条の規定により繰越承認を受けた者を除く。）は、補助事業完了

後１月以内又は当該年度の３月２０日のいずれか早い日までに、実績報告書（別記様式第

５号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し（補助決定者

が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができるこ

とを証明する書類） 

（２） 浄化槽法定検査依頼書 

（３） 浄化槽工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し 

（４） 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認をしたことを証するチェックリ

スト 

（５） 浄化槽設置配管完了図 

（６） 設置工事各工程ごとの写真 

（７） 生コンクリートの納品書の写し 

（８） 既設槽の撤去工事の写真及び撤去した既設槽の産業廃棄物管理票（マニフェス

ト）の写し（既設槽撤去費の補助を受ける場合） 

（９） 雨水貯留槽への転換工事の写真（雨水貯留槽転換費の補助を受ける場合） 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（完了認定） 

第１４条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補

助事業の成果が交付決定の内容（第１１条の規定により変更されたときは、その変更され

た内容）と適合すると認めたときは、事業完了認定調書（別記様式第１０号）を作成する

ものとする。 

２ 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金交付額確定通

知書（別記様式第６号）により補助決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１５条 補助決定者は、前条第２項の規定により通知を受けたときは、速やかに、補助金

交付請求書（別記様式第７号）により市長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、

補助金を交付するものとする。 

（補助金交付の取消し） 
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第１６条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

を変更し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。 

（１） この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受け

たとき。 

（３） 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

（４） 補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（５） 市長の指示に従わなかったとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

（事務手続の委任） 

第１７条 補助決定者は、第１１条の規定による変更等承認申請書の提出、同条第２項の届

出及び同条第３項の報告並びに第１３条の規定による実績報告書の提出について、浄化槽

設置工事を施工する者に委任することができる。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助

金が交付されているときは、補助決定者に対し、補助金の返還を命ずることができる。 

（調査等） 

第１９条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料

を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。 

２ 補助決定者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。 

（維持管理） 

第２０条 補助決定者が設置した浄化槽は、浄化槽法に基づき適正な維持管理がなされなけ

ればならない。 

（補助決定者が死亡した場合） 

第２１条 補助決定者が死亡した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該補助決定者の相続人は、速やかに第１１条第１項の変更等承認申請書に関係書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１） 第１３条の規定による実績報告を行う前に補助決定者が死亡したとき。 

（２） 維持管理期間に補助決定者が死亡した場合であって、当該維持管理期間に補助対

象浄化槽を廃止しようとするとき。 

（補則） 
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第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年４月１日前にこの訓令による改正前の須崎市合併処理浄化槽設置整備事業

補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年７月２２日訓令第５９号） 

この訓令は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（平成２８年２月３日訓令第１号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令第１４号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日訓令第２３号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３日訓令第１２号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２５日訓令第２０号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日訓令第２２号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日訓令第２１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


